
令和３年度地方税制改正（税負担軽減措置等）要望事項 
（ 新 設 ・ 拡 充 ・ 延 長 ・ その他 ） 

No ４０ 府 省 庁 名   経済産業省    

対象税目 個人住民税  法人住民税  事業税  不動産取得税  固定資産税  事業所税  その他（      ） 

要望 

項目名 
福島における特定風評被害による経営への影響に対処するための特定事業活動に係る特例措置の創設 

 

要望内容 

（概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【制度概要】 

いまだ根強く残る農林水産業及び観光業等への風評被害に対応するため、福島県内において、特定風評被害※１

がその経営に及ぼす影響に対処するための事業活動※２（以下、「特定事業活動」という。）を行う事業者に対して、

令和3年度から5年間の特例措置を創設する。 

 

※１ 放射性物質による汚染の有無又はその状況が正しく認識されていないことに起因する農林水産物及びそ

の加工品の販売等の不振並びに観光客の数の低迷（復興庁設置法等の一部を改正する法律（令和 2年法律

第46号）による改正後の福島復興再生特別措置法（平成 24年法律第25号）（以下「改正法」という。）第

7条第5項第3号） 

※２ 個人事業者又は法人であって復興庁令で定める事業分野に属するものが、特定風評被害がその経営に及

ぼす影響に対処するために行う新たな事業の開拓、事業再編による新たな事業の開始又は収益性の低い事

業からの撤退、事業再生、設備投資その他の事業活動（改正法第 74条第1項） 

 

 

【要望内容】 

福島県内において、福島県知事の指定を受けて特定事業活動を実施する事業者が、当該特定事業活動の用に供す

る設備投資等を行う場合に以下の特例措置を創設する。 

 

（１）機械等に係る特別償却等※３ 

 対象資産 特別償却 税額控除 

機械装置、器具備品 即時償却 15％ 

建物・構築物 25％ 8％ 

 ※３ 特別償却と税額控除は選択適用。 

 

（２）被災雇用者等※４を雇用した場合の税額控除 

福島県内の事業所に勤務する被災雇用者等に対して、税額の 20％を限度として、給与等支給額の 10％を税

額控除する。 

 

※４ 平成23年3月11日において福島に所在する事業者に雇用されていた者又は平成 23年3月11日におい

て福島に居住していた者とする。 

 

（注）（１）機械等に係る特別償却等と（２）被災雇用者等を雇用した場合の税額控除は選択適用。 

 

 

 

関係条文 

 
改正法（令和2年6月12日公布、令和3年4月1日施行） 
第74条～第75条の5 

 

減収 

見込額 

［初年度］  ▲91   （  －  ）  ［平年度］  ▲160   （  －  ） 

［改正増減収額］   －                           （単位：百万円） 
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要望理由 

（１）政策目的 

東日本大震災復興加速化のための第8次提言等を踏まえ、福島特措法税制に関して必要な検討を行い、所要の措
置を講ずる必要が生じた。 

 このため、令和 2年度税制改正要望を行い、福島県については、福島復興再生特別措置法（以下、「現行法」と
いう。）を改正し、福島イノベーション・コースト構想の推進及び風評対策に係る課税の特例の規定を設けた。そ
の上で、令和3年度税制改正において、課税の特例を踏まえた税制措置を講ずることとした。 

 

 

（２）施策の必要性 

福島県においては、風評被害による産業への影響が懸念されたことから現行法第74条及び第75条の規定により、
東日本大震災復興特別区域法（平成 23年法律第 122号）に基づく復興特区税制の要件緩和を行い、内陸部を含め
県内全域を復興特区税制の対象地域としている。しかし、令和2年度末をもって復興特区税制の対象地域が重点化
されることに伴い、当該要件緩和についても令和2年度末をもって廃止されることとなった。 

一方、放射性物質を理由に購入をためらう食品の産地として福島県を挙げる消費者が 10.7％存在※５し、震災前
との比較において福島県を訪れる外国人宿泊者数の伸びが全国を大きく下回る（福島県 205％、全国389％）※６な
ど、農林水産業や観光業等においては今なお風評被害が根強く残っている状況である。 

このため、令和2年度税制改正要望を行い、令和2年度税制改正大綱（令和元年12月12日自由民主党・公明党）
及び「復興・創生期間」後における東日本大震災からの復興の基本方針（令和元年12月20日閣議決定）において、
現行法の見直しに際し、風評対策に係る課税の特例を創設する旨が示された。 

その後、現行法を改正し、今なお風評被害への対処が必要な福島県内の農林水産業、観光業等の事業者を対象と
する課税の特例の規定を設けた。その上で、令和3年度税制改正において、課税の特例を踏まえた税制措置を講ず
ることを要望するものである。 

 

※５ 「風評被害に関する消費者意識の実態調査（第13回）」（令和2年3月消費者庁取りまとめ） 

※６ 宿泊旅行統計調査「従業員10人以上の施設における延べ宿泊者数」における令和元年結果（確定値）の

平成22年結果比 

 

【参考】福島県内における現行の税制優遇措置 

 (1)福島特措法税制 (2)復興特区税制※７ 

投資 確認又は認定を受けた個人事業者又は法人

が、機械・装置、建物等を取得した際の特

別償却又は税額控除 

 特別償却 税額控除 

機械・装置 即時償却 15% 

建物等 25% 8% 
 

指定を受けた個人事業者又は法人が、機

械・装置、建物等を取得した際の特別償却

又は税額控除 

 特別償却 税額控除 

機械・装置 即時償却 15% 

建物等 25% 8% 

   
 

雇用 確認又は認定を受けた個人事業者又は法人

は、避難対象雇用者等に対する給与支給額

の 20％を税額控除 

（確認・認定を受けた日から5年間） 

指定を受けた個人事業者又は法人は、被災

雇用者等に対する給与支給額の 10％を税

額控除 

（指定を受けた日から5年間） 

研究開発  

－ 

開発研究用資産を取得した際は、即時償却

及び即時償却したうちの 12～17％を税額

控除 

※７ 福島県においては、風評被害による産業への影響が懸念されたことから現行法で復興特区税制の要件緩和を行い、
内陸を含め県内全域を復興特区税制の対象区域とし、課税の特例が措置されている（適用期限は令和 3 年 3 月末ま
で）。 

 

本要望に 

対応する 

縮減案 

－ 
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合
理
性 

政策体系におけ

る政策目的の位

置付け 

中小企業・地域経済 
福島・震災復興 

政策の 

達成目標 

― 

 

 

税負担軽減措

置等の適用又

は延長期間 

― 

 

同上の期間中

の達成目標 

― 

 

政策目標の 

達成状況 

― 

 

 

 

有

効

性 

要望の措置の 

適用見込み 

― 

 

 

要望の措置の 

効果見込み 

（手段としての

有効性） 

― 

 

相

当

性 

当該要望項目 

以外の税制上の

支援措置 

― 

 

 

 

 

 

 

 

予算上の措置等

の要求内容 

及び金額 

― 

 

 

 

上記の予算上

の措置等と 

要望項目との

関係 

― 

 

要望の措置の 

妥当性 

― 
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税負担軽減措置等の 

適用実績 

― 

 

 

 

 

 

 

 

「地方税における

税負担軽減措置等

の適用状況等に関

する報告書」に 

おける適用実績 

― 

 

税負担軽減措置等の適

用による効果（手段と

しての有効性） 

― 

 

前回要望時の 

達成目標 

― 

 

前回要望時からの 

達成度及び目標に 

達していない場合の理

由 

― 

 

 

 

 

これまでの要望経緯 

平成24年度 避難解除区域に係る特例措置（機械等の特別償却等の特例措置及び避難対象雇用者等
を雇用している場合の税額控除の特例措置）の創設 

 
平成25年度 避難解除区域等に係る特例措置（当該区域等へ復帰する事業者を支援するための、機

械等の特別償却等の特例措置等）の新規事業者への適用 
 
平成25年度 避難解除区域等に係る特例措置（当該区域等へ復帰する事業者を支援するための、機

械等の特別償却等）の避難指示解除準備区域等への拡大 
 
平成27年度 避難解除区域等に係る特例措置（将来の事業再開のために資金を積み立てた場合の損

金算入等の特例措置）の創設 
 
平成29年度 避難解除区域等に係る特例措置（当該区域へ復帰する事業者等を支援するための、機

械等の特別償却等の特例措置等）の認定特定復興再生拠点区域への拡大 
 
平成31年度 避難解除区域等に係る特例措置（当該区域へ復帰する事業者等を支援するための機械

等の特償却等の特例措置等）の適用期間の延長等 
 

令和2年度  福島特措法税制に関する所要の措置 
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